
 

伊万里市スポーツ合宿誘致推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、スポーツ合宿を誘致し、市民のスポーツに関する意識の醸成及び

競技力の向上を図るため、本市でスポーツ合宿を実施する団体に対して、予算の

範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、伊万里市補

助金等交付規則（平成９年規則第９号。以下「規則」という。）及びこの要綱の

定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象者」という。）は、学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する高等学校、大学、大学院、短期大

学、高等専門学校又は専修学校（市外に所在するものに限る。）の学生及び指導

者で組織されるスポーツ活動を行う団体で、当該高等学校等においてその活動が

認められているものとする。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補

助対象者が行うスポーツ活動に関する合宿で、次の各号に掲げる要件をすべて満

たすものとする。 

 ⑴ 伊万里市体育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４６年条例第８号）に

規定する体育施設を利用すること。 

 ⑵ 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条に規定するホテル営業、旅館

営業又は簡易宿所営業を営む市内の施設に連続して２日以上宿泊し、宿泊期間

中の延べ宿泊者数が２０人以上であること。 

 ⑶ 練習の公開、合同練習等により市民との交流を図ること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事

業としない。 

⑴ 営利を目的としているとき。 



 

 ⑵ 政治的又は宗教的活動を目的としているとき。 

 ⑶ 国、県又は他の地方公共団体等から助成を受けているとき。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する宿泊費と

する。 

２ 補助金の額は、前条第１項第２号の延べ宿泊者数に１，０００円を乗じて得た

額とし、１団体につき１０万円を限度とする。 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条に規定する補助金交付申請書は、様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 合宿（計画・報告）書（様式第２号） 

⑵ 収支（予算・決算）書（様式第３号） 

⑶ 合宿参加者名簿（様式第４号） 

 （交付の条件） 

第６条 規則第５条の規定により交付する補助金の交付の条件は、次に掲げるとお

りとする。 

⑴ 規則及びこの要綱の規定に従うこと。 

⑵ 補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容を変更する場合に

おいては、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない

軽微な変更については、この限りでない。 

⑶ 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受ける

こと。 

⑷ 補助対象事業が予定の期間に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難

となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

⑸ 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、

事業完了後５年間保管すること。 

⑹ 規則第８条第１項各号又は規則第１６条各号に規定する事項が生じたときは、



 

補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこ

れに付した条件を変更することがあること。 

（決定の通知） 

第７条 規則第６条に規定する補助金交付決定通知書は、様式第５号のとおりと

する。 

（補助対象事業の変更） 

第８条 規則第８条第１項に規定する補助事業変更承認申請書は、様式第６号のと

おりとする。 

２ 規則第８条第３項に規定する補助金交付変更通知書は、様式第７号のとお

りとする。 

 （実績報告） 

第９条 規則第１２条に規定する補助事業実績報告書は、様式第８号のとおりとし、

その提出期限は、補助対象事業完了の日から起算して３０日以内又は当該年度の

３月３１日のいずれか早い日とする。 

２ 前項の実績報告書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 合宿（計画・報告）書 

⑵ 収支（予算・決算）書 

⑶ 合宿参加者名簿 

⑷ 宿泊証明書（様式第９号） 

（補助金の額の確定） 

第１０条 規則第１３条に規定する補助金確定通知書は、様式第１０号のとおりと

する。 

（補助金の交付） 

第１１条 規則第１５条第１項に規定する補助金交付請求書は、様式第１１号のと

おりとする。 

（補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長



 

が定める。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度の補助金から適用

する。 

   附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の補助金から適用

する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 


